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仕 様 書 

 

１．件名 令和７年度「広報さの」印刷（単価契約） 

 

２．発行回数 令和７年５月号～令和８年４月号 計１２回 

 毎月１回発行 

 

３．発行部数 １回当たり、４６，２００部 

 

４．履行期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

 

５．規格 広報紙の規格は次のとおりとする。 

項 目 内 容 

体 裁 Ａ４版（右開き・２穴なし） 

紙 質 再生マットコート紙Ａ４版 ４４.５kg 

（古紙配合率７０％以上、白色度７０％程度以下） 

ページ数 

※ 

３２ページ：４回 

２４ページ：８回 

刷 色 ４色刷り 

        ※ページ数には、表紙・裏表紙を含み、上記で固定とし、３２ページは

８月号・１１月号・２月号・４月号を予定しています。 

 

 

６．原稿 

 （１）原則、市でＤＴＰ編集を行う。作成したデータと出力見本を合わせて入稿する。 

    【市がＤＴＰ編集で用いるソフト等】 

     ①OS Windows 10 

     ②Adobe InDesign CC 2023 

      Adobe Photoshop CC 2023 

      Adobe Illustrator CC 2023 

     ③BIZ UDフォント 

      BIZ UD明朝 

     ※その他フリーフォントを使用。入稿データと完成紙面に、文字化けやズレが

生じないよう、互換性のあるソフトウェア等を使用すること。 

（２）写真の加工（不要な部分を消す、付け加える等）、調整は、印刷業者が行う。加工

を行う際は、加工した部分が分からないように丁寧に行う。 
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 （３）グラフや地図などの作成は、必要に応じて印刷業者が行う。 

 （４）広報紙に掲載する「有料広告」については、市からのデータ（テキスト、画像等）

をもとに、印刷業者がＥＰＳファイルで作成する。 

 （５）入稿は、別途定める入稿日に行う。上記（１）による原稿は、広報ブランド推進

課にて手渡しとする。 

 （６）入稿後、原稿の差し替え、追加が発生した場合、本市の指示により、印刷業者が

修正を行う。 

 

７．校正 

 （１）校正は、色校正で行い、２回以上を基本とする。 

 （２）原稿データは、全ページを１部プリントし、広報ブランド推進課へ提出する。 

 （３）原稿に修正を加えた場合は、該当ページをプリントし、広報ブランド推進課へ提

出する。 

 （４）写真の明暗、輪郭などの調整は、必要に応じて印刷業者が行う。ただし、写真の

加工は除くものとする。 

（５）校正について、市と印刷業者の間で、電子メールでのやり取りを可能とする。 

 

８．納品 

 （１）成果物は、製本した広報紙、広報紙の原稿データ、市ホームページ上で公開用に

作成したＰＤＦとする。ＰＤＦの形式については、９項で定める。 

 （２）広報紙の納品日は、別紙１のとおりとする。原稿データとＰＤＦデータについて

は、校了後速やかに納品する。 

 （３）広報紙の納品場所は、（公社）佐野市シルバー人材センター「大橋シルバーワーク

プラザ」「みんなのまなびばマイルーム」「旧葛生連絡所」と佐野市役所「広報ブラ

ンド推進課」「田沼行政センター」「葛生行政センター」とする。市が別途指示する

部数ごとに梱包し、納品する。 

 （４）広報紙の残部、広報紙の原稿データ、ＰＤＦは、広報ブランド推進課に納品する。 

（５）（公社）佐野市シルバー人材センターへ納品する広報紙について、梱包する際には、

配布用の上紙を一番上にし、十文字に紐かけ指定の部数ごとに梱包を行う。配布用

の上紙は、市が校了日以降に印刷業者へ渡す。 

 

９．ＰＤＦ 

 （１）ＰＤＦは、Windows に対応するデータで、表紙、裏表紙以外は２ページずつ表示

するように加工する。ファイル名、構成の仕方などは、市ホームページで現在公開

しているページの内容を踏襲すること。 
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 （２）市ホームページ上で公開するため、１ファイルあたりの容量は、原則１０ＭＢ未

満で作成する。 

 （３）市ホームページ上で閲覧する際、レイアウトが崩れたり、文字化けしたりしない

ように、ＰＤＦファイルには、フォントをエンベットする。 

 

１０．支払い 

（１）各号の納品ごとに、請求することができるものとする。 

（２）請求金額の計算方法は、毎回数量が確定した段階において、契約単価に確定数量

を乗じた額（当該金額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）

の合計金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（当該金額に円未満の端

数があるときは、その端数を切り捨てた金額）とする。 

（３）適法な支払請求を受けた日から３０日以内に支払うものとする。 

 

１１．その他 

 （１）製版は、印刷業者が自社で加工する。 

 （２）各種作成、調整料についての単価は、次のとおりとする。なお、単価は消費税抜

きの額である。 

品 名 等 １点あたり単価 

①  グラフ作成 １，５００円 

②  写真加工 ２，０００円 

③  イラスト作成 １，３００円 

④  地図作成 ２，６００円 

⑤  広告作成（縦１００mm×横１７５mm） １，０００円 

⑥  広告作成（縦 ４５mm×横１７５mm） １，０００円 

⑦  広告作成（縦 ４５mm×横 ８６．５mm） ５００円 

⑧  外字作成 ５００円 

 

 （３）仕様書に記載のない事項については、市と印刷業者で協議し決定する。 

 

１２．入札書記載金額 

 入札書には、単価に予定回数を乗じた総合計金額を記載すること。 

本件の単価は、３２ページ構成または２４ページ構成で、４６，２００部作成時の１回

当たりの金額とする。１部当たりの単価ではないので注意すること。 
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令和７年度「広報さの」納品日及び発行等予定表 

 

号 校了日 納品日 町会配布日 

5 ４月１８日（金） ４月２８日（月） ４月３０日（水） 

6 ５月２１日（水） ５月２９日（木） ５月３０日（金） 

7 ６月１９日（木） ６月２７日（金） ６月３０日（月） 

8 ７月２２日（火） ７月３０日（水） ７月３１日（木） 

9 ８月２０日（水） ８月２８日（木） ８月２９日（金） 

10 ９月１８日（木） ９月２９日（月） ９月３０日（火） 

11 １０月２２日（水） １０月３０日（木） １０月３１日（金） 

12 １１月１８日（火） １１月２７日（木） １１月２８日（金） 

1 １２月１７日（水） １２月２５日（木） １２月２６日（金） 

2 １月２１日（水） １月２９日（木） １月３０日（金） 

3 ２月１７日（火） ２月２６日（木） ２月２７日（金） 

4 ３月１９日（木） ３月３０日（月） ３月３１日（火） 

 

※入稿日は、校了日の前日とする。 

※校了日については、印刷日程の確保等の事情があれば市と協議するものとする。 

 

別紙１ 


